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Ⅰ 制度の概要 

 

１ 目 的 

   本市では、人口減少と高齢化が急速に進み、特に、市周辺部や甑島において急速な過

疎化に伴う地域の衰退が進んでいます。 

そこで、高い成長性があり、新たな市場創出が見込まれ、将来の雇用を支える高付加

価値の地域成長戦略に掲げる分野の企業立地を積極的に推進し、本市における経済の浮

揚及び雇用の増大を図るため、地域成長戦略促進補助金を創設しました。 

 

２ 補助内容 

 
※限度額１０億円 

※市外企業の新設、市内企業の増設、移転を対象 

※操業開始後１０年以内に事業を休止又は廃止したときは、補助金の全部若しくは一部を 

返還する必要があります。 

※用地についてはお問い合わせください。 

補助金名 補助要件

用地取得費補助
(土地)

新設5/10    増設・移転3/10
(造成費・解体費を含む)
※市の指定する用地に立地した場合は新
設6/10、増設・移転4/10
限度額 (操業１年以内の新規雇用者数)
   5～19人・・・6,000万円
  20～29人・・・１億円
  30人以上・・・2億円

施設設備費補助
(建設・設備)

新設10/100    増設・移転5/100
(水道施設・光回線設備含む)
限度額 (操業１年以内の新規雇用者数)
   5～19人・・・6,000万円
  20～29人・・・１億円
  30人以上・・・2億円

賃借費補助
(土地・建物)

新設5/10増設・移転3/10
限度額 (操業１年以内の新規雇用者数)
   5～19人・・・2,000万円/年
  20～29人・・・4,000万円/年
  30人以上・・・6,000万円/年
※最長3年間

新規雇用補助金

補助内容

選
択
制
い
ず
れ
か
一
つ

新規雇用者数×50万円
※次世代エネルギー関連施設は
新規雇用者数×100万円

①業種
食品関連施設、次世代エネルギー
関連施設、医療･介護周辺関連施
設、観光施設

②操業開始時期
○用地取得費補助を受ける場合
　 用地取得から５年以内

○施設設備費補助を受ける場合
   施設取得から２年以内

○賃借費補助を受ける場合
 　賃借開始から２年以内

③新規雇用者数
　操業１年以内に
　　　新規１０人以上
　
　　　増設５人以上

　　　移転５人以上

新規雇用者とは操業開始から１年後にお

いて６ヶ月連続雇用され、かつ連続６ヶ月

以上の期間市内在住者が対象
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３ 補助対象施設 

⑴ 食品関連施設  

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の用に供する設備を有する施設。 

⑵ 次世代エネルギー関連施設 

エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる

機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効

率的に行うことができるもの、機械類であって、エネルギーの消費量との対比における

その性能の向上の程度が高いと認められるもの、その使用に際してのエネルギーの消費

に係る環境への負荷の程度が低いと認められるもの、上記の製品に使用される主要な部

分品として開発され、又は製造されるもの、上記の製品の開発、または製造等を行う施

設及び上記機器等を用いた関連サービス業を主業務として行う施設。 

⑶ 医療・介護周辺関連施設 

健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療の各種サービス等を提供

するための事業の用に供する施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４０条に

規定する介護給付、第５２条に規定する予防給付及び第６２条に規定する市町村特別給

付並びに第１１５条の４５に規定する地域支援事業及び第１１５条の４８に規定する保

健福祉事業、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する

保険医療機関及びそれに類する施設は除きます） 

⑷ 観光施設 

観光事業及びスポーツ・レクリエーション事業の用に供する設備を有する施設(風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条第１項

の風俗営業及び同条第５項の性風俗関連特殊営業の用に供する設備を有する施設を除き

ます) 

ア 遊園地 船遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、ジャングルジムそ

の他これに類する遊戯施設を数種類組み合わせた施設 

イ 動物園 展示資料が５００点以上の施設 

ウ 植物園 展示資料が５００種類以上又は１，０００点以上の施設 

エ 水族館 展示資料が１００種類以上又は１，０００点以上の施設 

オ 運動施設 野球場、庭球場、バレーボール場、水泳プール、スケート場その他こ

れに類する施設 

カ 市長が本市の観光振興に特に必要と認めるもの 
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Ⅱ 補助金の応募・審査 

 

１ 提出書類 

   応募申込みについては、次の書類を提出してください。 

 ⑴ 助成対象事業者指定申請書 

⑵ 工業生産施設等建設計画書 

 ⑶ 定款・法人登記事項証明書 

 ⑷ 事業報告書（直近２期分の決算書） 

 ⑸ 確定申告書の写し 

 ⑹ その他市長が必要と定める書類（パンフレット、図面等） 

 

２ 留意事項等 

⑴ 次に該当する場合、応募は無効とします。 

 ア 提出書類に虚偽の記載がある場合 

 イ 提出書類を期間内に提出しなかった場合 

 ウ 提出書類に記名押印がない場合 

⑵ 提出書類は次のとおり取り扱います。 

  ア 提出書類は、理由を問わず、返却しません。 

  イ 提出書類は、選定作業に必要な範囲で複製することがあります。 

⑶ 提出書類に記載されている個人情報及び企業情報については、選定作業以外には使用 

しません。 

 

３ 募集手続 

 ⑴ 募集要領の配布 

 ア 配布時期 平成２６年１０月１日（水）から平成２７年３月３１日（火）まで 

イ 配布方法 薩摩川内市ホームページからダウンロードしてください。 

薩摩川内市ホームページアドレス http://kigyo-satsumasendai.jp/ 

⑵ 募集要領に関する質問の受付 

 ア 受付期間 平成２６年１０月１日（水）から平成２７年３月３１日（火）まで 

 イ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ウ 提出方法 郵便、電子メール、又はＦＡＸにより提出してください。（様式参照） 

 エ 提出先  〒８９５－８６５０ 鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

薩摩川内市 商工観光部 企業・港振興課 企業誘致グループ 

        ＦＡＸ ０９９６－２０－５５７０ 

        メール kigyo@city.satsumasendai.lg.jp 

⑶ 募集要領に関する質問の回答 

   質問については、随時、ホームページにて回答します。 

なお、個人情報に関するものについてはお答えできません。 
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⑷ 提出書類の受付 

 ア 提出期限 平成２７年３月３１日（火）必着 

        但し、土・日曜日・祝日は除きます。 

※提出書類の事前確認を受けて提出してください。 

イ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ウ 提出方法 郵送又は持参により提出してください。 

 エ 提出先  〒８９５－８６５０ 鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

薩摩川内市 商工観光部（市役所４階） 

         企業・港振興課 企業誘致グループ 

        電 話 ０９９６－２２－８１１５（音声ガイダンス後４３５２） 

ＦＡＸ ０９９６－２０－５５７０ 

  オ 提出書類 ※Ｐ４ 「１ 提出書類」を参照 

 

４ 選定手続 

 ⑴ 選定の方法 

  ア 補助要件を満たす法人について、企業立地審査会において審査のうえ、選定します。 

  イ 応募のあった法人に対し、必要に応じてヒアリングを行います。 

 ⑵ 選定結果の通知 

   選定の結果については、全ての応募者に通知します。 

 

５ スケジュール 

  １０月～３月 公募期間 

  随時     助成対象事業者書類選考 

  随時     企業立地審査会 

  随時     助成対象事業者指定書送付 

 

６ 問い合わせ先 

〒８９５－８６５０ 鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

薩摩川内市 商工観光部（市役所４階） 

   企業・港振興課 企業誘致グループ 

   電 話 ０９９６－２２－８１１５（音声ガイダンス後４３５２） 

ＦＡＸ ０９９６－２０－５５７０ 

   メール kigyo@city.satsumasendai.lg.jp 


